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支
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か
つ
て
、
銀
行
の
「
支
店
」
と
は
駅
前
の
、
あ
る
い
は
繁
華
街
の
一
等
地
に
威
容
を
示
す
拠
点
で
あ

り
、
堅
牢
な
砦
だ
っ
た
。「
支
店
長
」
以
下
数
十
人
の
正
規
行
員
で
固
め
、
す
べ
て
の
銀
行
業
務
を
営
ん

で
い
た
。
い
ま
、〝
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
の
デ
リ
バ
リ
ー
チ
ャ
ネ
ル
〞
と
し
て
そ
の
機
能
と
形
態
は
大
き
く

変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
支
店
業
務
運
営
の
革
新
と
個
性
的
な
店
舗
の
最
新
事
情
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。�

ワイド�
特集�

支
店
サ
ー
ビ
ス
部
体
制
へ
の
移
行
の
背
景

支
店
運
営
改
革
の
経
緯

当
行
が
支
サ
部
体
制
へ
の
移
行
を

開
始
し
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の

支
店
運
営
改
革
の
仕
上
げ
と
し
て
の

側
面
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
当
行
の
支
店
運
営
改

革
の
取
組
み
は
、
大
き
く
「
法
人
・

個
人
業
務
分
離
」と「
事
務
集
約
」
の

二
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
集
約
で
き
る
。

第
一
フ
ェ
ー
ズ
の
「
法
人
・
個
人

業
務
分
離
」
は
、
す
べ
て
の
顧
客
を

担
当
し
て
い
た
支
店
を
、
法
人
担
当

組
織
（
法
人
部
門：

法
人
営
業
部
）

と
個
人
担
当
組
織
（
個
人
部
門：

支

店
）
に
分
離
し
た
流
れ
で
あ
り
、
〇

一
年
の
合
併
後
い
ち
早
く
分
離
を
完

成
し
た
。

分
離
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織

が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
る
こ
と
で
、
業

務
推
進
力
の
強
化
を
実
現
で
き
た
。

他
方
、
そ
こ
で
課
題
も
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
。

個
人
担
当
組
織
は
、
個
人
の
業
務

推
進
に
加
え
て
法
人
来
店
顧
客
の
事

務
処
理
も
含
め
、
支
店
と
い
う
拠
点

の
運
営
管
理
を
担
当
す
る
体
制
で
あ

る
た
め
、
個
人
の
業
務
推
進
に
負
担

今
年
四
月
、
三
井
住
友
銀
行
は
国
内
支
店
を
、
業
務
推
進
を
担
当
す
る
「（
新
）
支
店
」
と
拠
点
運
営
管
理
を
担
当
す

る
「
支
店
サ
ー
ビ
ス
部
（
以
下
・
支
サ
部
）」
に
分
離
す
る
体
制
へ
の
移
行
を
開
始
し
た
。�
支
店
�
と
い
え
ば
、
業
務

推
進
機
能
と
こ
れ
に
付
随
す
る
事
務
処
理
機
能
双
方
を
担
い
、
両
方
を
一
元
的
に
管
理
す
る
の
が
一
般
的
だ
。
こ
れ
を

組
織
的
に
分
離
す
る
こ
と
に
は
、
支
店
機
能
の
さ
ら
な
る
強
化
を
図
る
狙
い
が
あ
る
。
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融
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再
認
識
さ
れ
た
店
舗
の

重
要
性

九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
大
手
を
中

心
と
す
る
米
銀
は
積
極
的
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
や
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の
投

資
を
行
っ
た
。
九
五
年
に
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
専
業
銀
行
（
ネ
ッ
ト
バ
ン

ク
）
が
営
業
を
開
始
し
、
営
業
店
舗

を
も
た
な
い
こ
と
で
経
費
の
削
減
を

行
い
、
高
金
利
で
預
金
を
集
め
る
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
注
目
が
集
ま
っ

た
。一

方
、
州
際
業
務
規
制
が
行
わ
れ

て
い
た
店
舗
チ
ャ
ネ
ル
は
、
七
〇
年

代
後
半
以
降
徐
々
に
緩
和
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
九
〇
年
代
後
半
に
は
全

国
的
な
店
舗
展
開
が
可
能
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
の
当
時
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
対
す
る
期

待
が
過
度
に
高
ま
っ
た
時
期
で
も
あ

り
、
取
引
・
維
持
コ
ス
ト
の
高
い
店

舗
チ
ャ
ネ
ル
は
、
と
っ
て
か
わ
ら
れ

る
と
の
見
方
さ
え
あ
っ
た
。

実
際
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
は
、
各
種
の
料
金
支
払
い
や
残

高
照
会
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
テ
ラ
ー

業
務
の
削
減
に
役
立
っ
た
。
し
か

し
、
店
舗
は
、
小
切
手
の
現
金
化
、

新
規
口
座
開
設
や
ロ
ー
ン
申
請
な
ど

人
手
を
介
す
る
分
野
で
引
き
続
き
利

用
さ
れ
続
け
た
。
そ
し
て
、
規
制
緩

和
に
よ
っ
て
投
資
型
金
融
商
品
の
販

売
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
店
舗

の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
始
め
て
い

っ
た
。

第
１
図
は
、
米
国
商
業
銀
行
数
と

支
店
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
図
に
よ
る
と
、
商
業
銀
行

数
は
、
八
四
年
（
一
万
四
四
九
六

行
）
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け
、
〇

四
年
ま
で
に
は
ピ
ー
ク
時
の
約
半
分

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
支
店
数
は
二

〇
年
間
（
八
四
〜
〇
四
年
）
で
六
七

九
〇
年
代
中
ご
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
に
は
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
対
す
る
過
度
の
期
待
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
投
資
型

金
融
商
品
の
販
売
が
可
能
と
な
り
、
相
談
業
務
で
は
対
面
型
チ
ャ
ネ
ル
が
最
も
有
効
で
あ
る
こ
と
、
店
舗
そ
の
も
の
が

広
告
塔
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
で
は
、
店
舗
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
。
米

銀
の
支
店
は
い
ま
、
ど
ん
な
視
点
で
店
舗
を
運
営
し
、
ど
ん
な
店
舗
戦
略
を
実
践
し
て
い
る
の
か
。
今
年
初
春
に
米
銀

い

ま

の
支
店
を
回
り
、
現
地
で
垣
間
見
た
店
舗
の
現
在
を
報
告
す
る
。
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